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家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 

附則第３条に係る検討会の設置について 
 

令和７年４月 

 

１ 趣旨 

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律（以下「家畜遺伝資源法」とい

う。）附則第３条において、「この法律の施行後５年以内に、この法律の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定されている。 

これを踏まえ、学識経験者、畜産関係団体等から構成する「家畜遺伝資源に係る不

正競争の防止に関する法律附則第３条に係る検討会」（以下「検討会」という。）を開

催し、家畜遺伝資源生産事業者への影響や家畜遺伝資源に係る侵害事例等、法の施行

の状況を勘案し、その結果に基づき必要な措置を検討するものとする。 

 

２ 検討項目 

（１）家畜遺伝資源法等の施行の状況 

（２）（１）を踏まえた必要な措置の検討 

 

３ 検討会の組織 

（１）検討会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。 

（２）検討会には、座長及び座長代理を置く。 

（３）座長は委員の互選により選任する。座長代理は、検討会の承認を得て、委員のう

ちから座長が指名する。 

（４）座長は、検討会の議事を運営する。座長代理は、座長を補佐するとともに、座長

に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

４ 運営 

（１）検討会は非公開とする。  

（２）検討会の資料は、原則、会議終了後、ホームページにより公表する。  

（３）検討会の議事概要については、会議終了後、委員の了解を得た上で、ホームペー

ジにより公表する。  

 

５ その他 

（１）検討会の事務局は、畜産局畜産振興課において行う。 

（２）この要領に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、座長が定める。 
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